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１．調査目的  １．調査目的  １．調査目的  １．調査目的                                     

 

 石綿障害予防規則では、従前から、吹き付けられた石綿等が劣化、損傷等により、その粉じんを飛散

され、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該石綿等の除去、封じ込め、囲い

込み等を講じることとされていたが、平成 26 年 6 月の改正により、吹き付けられた石綿等に加え、張

り付けられた保温材や断熱材で石綿を含有しているもの(以下、「石綿含有保温材等」という。)もその

対象とされた。 

 本業務は、昨年度実施した調査結果に基づき、アスベスト気中濃度測定により継続的な観察を行うこ

とで、町で管理する施設で使用されている石綿含有保温材等の劣化、損傷状況を確認し、施設使用者等

の安全確保に資することを目的として実施した。 

 

 

２．調査方法等２．調査方法等２．調査方法等２．調査方法等                                                                                                                                                

 

① 調査場所 

本調査の調査対象は次に示す 2施設に設置された煙突とした。 

 

様似町中央公民館：様似郡様似町大通 1丁目 21 

様似町役場庁舎 ：様似郡様似町大通 1丁目 21 

  

② 調査期間 

自 平成 30 年 09 月 27 日 

至 平成 30 年 12 月 20 日 

 現地調査は、平成 30年 11 月 5日(月曜)に実施した。 

 

 

③ 調査実施機関 

日本データーサービス株式会社 

業務担当部署：環境技術部 

         住所：〒065-0016 札幌市東区北 16条東 19 丁目 1-14 

            TEL：011-780-1114（直） 

            FAX：011-780-1124（直） 

         作業環境測定機関登録：北海道労働局第 01-8 号 
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④ 調査方法 

    気中濃度測定は、中央公民館・役場庁舎の灰出口周辺と煙突付近の合計 4 箇所で実施した。 

気中濃度測定は、「アスベストモニタリングマニュアル（第 4.1版）」（平成 29年 7月環境省 水・

大気環境局 大気環境課）2.3.2 位相差顕微鏡法(PCM 法)に記載された方法を準用して行った。

調査に使用した機器等を表 1 に示し、調査方法の概要を次ページに示す。 

 

表 1 使用機器等一覧 (アスベスト気中濃度測定) 

機器名称 製造者 型番等 

ローボリュウムエアサンプラー 株式会社オクトサイエンス AL-200T 

フィルターホルダー 株式会社オクトサイエンス AS-2 

メンブランフィルター 日本ミリポア株式会社 AAWPO4700 

位相差顕微鏡 オリンパス株式会社 BX-51 

温湿度計 T&D CORPORATIO TR-72U 
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アスベスト気中濃度調査 調査方法概要 

 

            

 

           ・ローボリュウムエアサンプラー及びメンブランフィルター 

 

          ・アセトン‐トリアセチン法 

 

          ・位相差顕微鏡 

 

 

 

 ①② 試料採取（ろ過捕集）； 

ローボリュウムエアサンプラーにフィルター（ろ紙径 47mm、採じん面の径 35mm）を装着し、地

上約 1.5mの高さでアスベスト繊維を捕集した。 

吸引する空気の量は、吸引速度 10L/min、吸引時間 120minの 1200L とした。      

 

   

③ 標本作成方法（アセトン-トリアセチン法） 

フィルターを四等分し、その一片をスライドガラスに、採じん面を上にしてのせる。 

次いで、アセトン蒸気発生装置（クイックフィックス）のステージの所定の位置にセットし、ア

セトンを必要量注入して、その蒸気によりフィルターを透明化させた後、フィルター中央部にトリ

アセチンを一滴滴下してカバーガラスをかぶせて標本とした。 

 

 

④ 検鏡方法 

対物レンズ 40倍、接眼レンズ 10倍の検鏡倍率 400倍とした位相差顕微鏡に標本をセットし、長

さ 5μm以上、幅 3μm未満、長さと幅の比が 3:1 以上の繊維状物質を計数の対象とする。 

 

計数値と測定視野数は、次の要件で設定した。 

    ａ）計数繊維数を 200 以上とする。 

    ｂ）計数視野数が 150 となった場合には、計数繊維数が 200 以下であっても検鏡を終了す

る。 

         位相差顕微鏡は、オリンパス株式会社 BX51型を使用した。 

 

  

⑤気中濃度算出

①試料空気

②ろ過捕集

③標本作成

④検鏡・計数
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   ⑤ 気中濃度算出方法 

  気中濃度の算出は、次の式による。 

 

    総繊維数濃度（F/L）＝Ａ×（ＮP－ＮB）／（ａ×ｎ×Ｖ） 

                   Ａ ；採じん面積（cm2） 

                   ＮP；位相差顕微鏡で計数した繊維数 

ＮB；フィルターブランク値 

                   ａ ；顕微鏡１視野の面積（0.0007069 cm2 ）  

                      （アイピースグレイティクル；300μmφ) 

                   ｎ ；測定視野数 

                   Ｖ ；吸引空気量（L） 

 

         定量下限値Ｓ（F/L）＝Ａ×(1＋1.645√N）／（ａ×ｎ×Ｖ） 

 

     今回の測定条件下での定量下限値は、次のとおりに設定した。 

                ・定量下限値；0.2F/L 
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 ３．調査結果３．調査結果３．調査結果３．調査結果                                                                                                                                                                    

  

 

 アスベスト気中濃度測定結果を表 3-1、アスベスト気中濃度経年変化を表 3-2 に示した。 

 

表 3-1 アスベスト気中濃度測定結果 

施設名 調査箇所 

採取 
時刻 

 
 

気温 
 
 

(℃) 

湿度 
 
 

(RH%) 

採じん
面積 
Ａ 

(cm2) 

吸引 
空気量 
Ｑ 
(L) 

計数 
視野数 
ｎ 
 

繊維数 
 

Ｎ 
(本) 

総繊維濃度 総繊維濃度 総繊維濃度 総繊維濃度 
(F／L) (F／L) (F／L) (F／L) 

計算値 結 果 結 果 結 果 結 果 

中央 

公民館 

灰出口付近 
11:38 

～ 
13:38 

21.0 44 9.62 1200 150 3.5 0.2646 0.3 0.3 0.3 0.3 

煙突付近 
11:44 

～ 
13:44 

15.0 70 9.62 1200 150 10.5 0.7938 0.8 0.8 0.8 0.8 

役場 

庁舎 

灰出口付近 
11:02 

～ 
13:02 

19.0 52 9.62 1200 150 1.0 0.0756 0.2 未満0.2 未満0.2 未満0.2 未満    

煙突付近 
11:18 

～ 
13:18 

14.7 73 9.62 1200 150 7.0 0.5292 0.5 0.5 0.5 0.5 

 

 

表 3-2 アスベスト気中濃度経年変化      単位：(F／L) 

施設名 
平成 29年度 平成 30年度 

灰出口付近 煙突付近 灰出口付近 煙突付近 

中央 

公民館 
0.2 未満 0.2 未満 0.3 0.8 

役場 

庁舎 
0.2 未満 0.3 0.2 未満 0.5 
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４．考察４．考察４．考察４．考察                                                                                                                                                                

 

本業務のような室内空気に対しては、アスベスト気中濃度の基準値・指針値等は設定されていない

が、アスベストを取り扱う作業場等においては、下記に示すような基準値が設定されている。 

 

① 石綿製品製造工場の敷地境界線における石綿粉じん濃度；10 F/L 以下 

｢大気汚染防止法施行規則｣第 16条の 2 

(昭和 46年 6月 22日厚生省・通商産業省令第 1号 最終改正 平成 29年 1月 6日環境省令第 1号)  

② 石綿取扱い作業場における管理濃度；150 F/L 以下 

｢作業環境評価基準｣ 

(昭和 63年 9月 1日労働省告示第 79号 最終改正平成 28年 11 月 30 日厚生労働省告示第 403 号) 

 

本業務でのアスベスト気中濃度測定は、0.2F/L未満～0.8F/L であった。経年変化をみると、煙突

付近が上昇しているが上記①の基準値(10F/L 以下)を十分下回る濃度であった。 

また、平成 29年度の札幌市一般大気環境中アスベスト濃度の測定結果をみると、0.1F/L～0.5F/L

であり、一般大気環境中アスベスト濃度と同程度であり、通常の一般大気の変動範囲内と考えられる。 

環境保健クライテリア※No.53(1986 年発行)によると、｢世界の都市部の一般環境大気中のアスベス

ト濃度は、１～10 F／L程度であり、この程度であれば健康リスクは検出できないほど低い｣とされて

いる。 

 

※ 環境保健クライテリアとは、世界保健機関（WHO）、国際労働機関（ILO）及び国連環境計画（UNEP）が共同で

実施している国際化学物質安全性計画（IPCS）の活動のひとつで、化学物質等が人の健康や環境へ与える影

響について専門家がまとめた評価書。 
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現 場 状 況 写 真 現 場 状 況 写 真 現 場 状 況 写 真 現 場 状 況 写 真 
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中央公民館 

 

 

 

灰出口状況 

 

 

 

平成 30 年 11 月 5 日 

 

中央公民館 

 

 

気中濃度測定 

測定状況 

灰出口付近 

 

 

平成 30 年 11 月 5 日 

 

中央公民館 

 

 

気中濃度測定 

測定状況 

煙突付近 

 

 

平成 30 年 11 月 5 日 

 

- 8 -



 

 

役場庁舎 

 

 

 

灰出口状況 

 

 

 

平成 30 年 11 月 5 日 

 

役場庁舎 

 

 

気中濃度測定 

測定状況 

灰出口付近 

 

 

平成 30 年 11 月 5 日 

 

役場庁舎 

 

 

気中濃度測定 

測定状況 

煙突付近 

 

 

平成 30 年 11 月 5 日 
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No.A30086 No.A30086 No.A30086 No.A30086 

 

分 析 結 果 報 告 書 

 

 

様似町長 坂下 一幸 殿 

平成30年12月7日 

 

 

 

 

このたび、御依頼をいただきました 

 

試料について、下記のとおり分析の                         

 

結果を御報告致します。 

 計量証明事業登録 北海道第608号 

作業環境測定機関 登録番号01-8号 

 

〒065-0016 

札幌市東区北16条東19丁目1番 14号 

日本データーサービス株式会社 

代表取締役  石原 知樹   

TEL 011-780-1111(代表) 

 

作業環境測定士 

第1-515号  松﨑  陽   

TEL 011-780-1114(直通) 

 

記 

試料名 

 

試料採取日時 

 

気温

(℃) 

湿度

(RH%) 

総繊維濃度 

(F/L) 

灰出口付近（屋内） 11月5日 11:38～13:38 21.0 44 0.3 

煙突付近 11月5日 11:44～13:44 15.0 70 0.8 

試 料 採 取 者       ：日本データーサービス株式会社 

試料採取年月日：平成30年11月5日 

試 料 採 取 場 所       ：中央公民館 

分 析 方 法：位相差顕微鏡による計数法 

         アスベストモニタリングマニュアル(第4.1版) 2.3.2位相差顕微鏡法(PCM法) 

以 上 

 

 

 

 

 

 



 

No.A30087 No.A30087 No.A30087 No.A30087 

 

分 析 結 果 報 告 書 

 

 

様似町長 坂下 一幸 殿 

平成30年12月7日 

 

 

 

 

このたび、御依頼をいただきました 

 

試料について、下記のとおり分析の                         

 

結果を御報告致します。 

 計量証明事業登録 北海道第608号 

作業環境測定機関 登録番号01-8号 

 

〒065-0016 

札幌市東区北16条東19丁目1番 14号 

日本データーサービス株式会社 

代表取締役  石原 知樹   

TEL 011-780-1111(代表) 

 

作業環境測定士 

第1-515号  松﨑  陽   

TEL 011-780-1114(直通) 

 

記 

試料名 

 

試料採取日時 

 

気温

(℃) 

湿度

(RH%) 

総繊維濃度 

(F/L) 

灰出口付近（屋内） 11月5日 11:02～13:02 19.0 52 0.2未満 

煙突付近 11月5日 11:18～13:18 14.7 73 0.5 

試 料 採 取 者       ：日本データーサービス株式会社 

試料採取年月日：平成30年11月5日 

試 料 採 取 場 所       ：役場庁舎 

分 析 方 法：位相差顕微鏡による計数法 

         アスベストモニタリングマニュアル(第4.1版) 2.3.2位相差顕微鏡法(PCM法) 

以 上 

 

 

 

 

 

 


